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柳町小学校改築工事に伴う柳町児童館の休館について 

 

 

１ 概要 

柳町児童館については柳町小学校の改築工事に伴う、柳町こどもの森及び

柳町児童館等の解体・新校舎（北棟）新築工事実施のため、工事期間中を休館

とする。 

 

２ 休館期間 

令和５年１月から令和７年度まで（予定） 

 

３ 休館期間中の児童館事業 

休館中は、近隣の区有施設等を利用して、一部の乳幼児活動等の事業を継

続して実施する方向で検討している。 

 

４ その他 

  柳町児童館に併設の柳町育成室及び隣接地にあった柳町第二育成室につい

ては、令和４年４月より、文京区小石川３丁目１９番７号に移転して運営を

行っている。 

  柳町第三育成室については改築工事中も利用可能なため、継続して現在の

場所で運営を行う。 

  なお、柳町小学校改築後の新たな柳町児童館内において、4 室の育成室を

整備する事となっている。 

 


